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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された、被測定者の手首から検出される脈波に基づいて１拍単位で算出
された血圧値と、前記手首の動きを検出する検出部により検出された手首の動き情報とか
ら、被測定者の血圧変化の原因を解析する血圧解析装置であって、
　複数拍分の前記血圧値のうちの任意の拍の第一の血圧値が、前記複数拍分の血圧値のう
ちの前記任意の拍よりも前の拍の第二の血圧値に対して閾値以上変化しているか否かを判
定する血圧変化判定部と、
　前記第一の血圧値が前記第二の血圧値に対して閾値以上変化していると判定された場合
に、前記記録媒体に記録された前記手首の動き情報のうちの前記第一の血圧値の算出元と
なる脈波の検出期間に検出された手首の動き情報に基づき、血圧変化の原因が手首の動き
によるものと手首の動き以外によるものとのどちらであるかを判定する血圧変化要因判定
部と、
　前記血圧変化要因判定部による判定結果と、前記第一の血圧値とを関連付けて記録媒体
に記録する記録制御部と、を備える血圧解析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の血圧解析装置であって、
　血圧値の変化量と、基準位置に対する前記手首の高さの変化量と、を対応付けたデータ
を記録する記録部を更に備え、前記記録制御部は、前記血圧変化の原因が手首の動きによ
るものであることを示す情報が関連付けられた前記第一の血圧値に対し、前記第一の血圧
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値と前記第二の血圧値との差に対応する前記手首の高さの変化量を更に関連付けて記録す
る血圧解析装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の血圧解析装置であって、
　前記第一の血圧値と前記第二の血圧値は、それぞれ、拡張期血圧又は平均血圧である血
圧解析装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項記載の血圧解析装置と、
　前記被測定者の手首から検出される脈波に基づいて１拍単位で血圧値を算出する血圧情
報算出部と、
　前記手首の動きを検出する検出部と、
　前記血圧情報算出部により算出された前記複数拍分の血圧値と、前記複数拍分の血圧値
の算出元となる脈波の検出期間中に前記検出部により検出された手首の動き情報とを前記
記録媒体に記録する記録制御部と、を備える血圧測定装置。
【請求項５】
　記録媒体に記録された、被測定者の手首から検出される脈波に基づいて１拍単位で算出
された血圧値と、前記手首の動きを検出する検出部により検出された手首の動き情報とか
ら、被測定者の血圧変化の原因を解析する血圧解析装置の作動方法であって、
　前記記録媒体に記録された複数拍分の血圧値と、前記複数拍分の血圧値の算出元となる
脈波の検出期間中に検出された前記手首の動き情報とを取得する取得ステップと、
　前記取得された複数拍分の血圧値のうちの任意の拍の第一の血圧値が、前記複数拍分の
血圧値のうちの前記任意の拍よりも前の拍の第二の血圧値に対して閾値以上変化している
か否かを判定する血圧変化判定ステップと、
　前記第一の血圧値が前記第二の血圧値に対して閾値以上変化していると判定された場合
に、前記取得された手首の動き情報のうちの前記第一の血圧値の算出元となる脈波の検出
期間に検出された手首の動き情報に基づき、血圧変化の原因が手首の動きによるものと手
首の動き以外によるものとのどちらであるかを判定する血圧変化要因判定ステップと、
　前記血圧変化要因判定ステップによる判定結果と前記第一の血圧値とを関連付けて記録
媒体に記録する記録制御ステップと、を備える血圧解析装置の作動方法。
【請求項６】
　請求項５記載の血圧解析装置の作動方法の各ステップをコンピュータに実行させるため
の血圧解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧解析装置、血圧測定装置、血圧解析方法、血圧解析プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　生体の血圧値は、通常、日内変化が比較的大きい。このため、診断等のために、被測定
者に血圧計を装着して血圧値を定期的（例えば数時間間隔）に測定し記録することが行わ
れる。この場合において、血圧値の変化原因の解明を正確かつ容易とするために、血圧値
の変化原因と関連のある情報の測定を血圧値の測定と併せて行い記録することが行われて
いる（特許文献１，２参照）。
【０００３】
　特許文献１には、血圧値、運動強度、及び気温を継続的に記録していき、記録した情報
から血圧値の変化原因の解明を支援する装置が記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、生体に装着した加速度センサの情報と血圧値とを対応付けて記録し、
記録して得た情報から、運動量と生理機能の変化との相関性を詳細に把握可能として診断
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に役立てることのできる装置が記載されている。
【０００５】
　特許文献１，２に記載された装置のように、血圧値を継続的に測定していくのに好適な
装置として、手首の橈骨動脈等の動脈が通る生体部位に圧力センサを直接接触させた状態
で、この圧力センサにより検出される圧脈波の情報を用いて脈拍や血圧値等の生体情報を
連続的（１拍毎）に測定することのできる生体情報測定装置が知られている（特許文献３
～６参照）。
【０００６】
　また、特許文献７には、オシロメトリック法による血圧の測定と、光電脈波の測定を組
み合わせて１拍毎に血圧を測定する血圧測定装置が記載されている。この血圧測定装置は
、光電脈波の波形に基づいて、被験者に大きな体動があったり、心臓に対する測定高さの
変位があったりした場合を検出し、血圧値を補正している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開昭６２－１５７５０４号公報
【特許文献２】特開平０４－１６１１４３号公報
【特許文献３】特開２００４－１１３３６８号公報
【特許文献４】特開平０２－２６１４２１号公報
【特許文献５】特開平０７－１２４１３０号公報
【特許文献６】特開平０１－２４２０３１号公報
【特許文献７】特開２００３－１９９７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の装置は、数分、数十分、又は数時間といった長い時間間隔で血圧値
を測定していくことを想定している。しかし、このように長い時間間隔で血圧値を測定し
ていると、血圧値を測定していない期間において大きな血圧変化があったときには、この
血圧変化を医師等が知ることはできない。
【０００９】
　特許文献３～７に記載の装置のように、１拍毎に血圧値を測定する装置によれば、医師
等は患者の日常生活に起因する細かな血圧の変化を把握することが可能となる。
【００１０】
　被測定者の手首に装着する血圧測定装置において、血圧の変化の要因としては、被測定
者の心臓と手首の高さの差が変化する場合と、被測定者の身体に異常（心血管イベント等
）が生じて血圧が急変動する場合とがあり、これらを明確に区別できることが医師の診断
に大いに役立つと考えられる。
【００１１】
　特許文献３～６に記載の装置は、血圧の変化の要因を判定することは想定しておらず、
上記の２つの場合を区別することはできない。
【００１２】
　特許文献２に記載の装置は、被測定者の日常生活中における身体活動の度合を、被測定
者の血圧情報と一緒に記録するものであるが、被測定者の心臓と手首の高さの差が変化し
て血圧が変化する場合と、被測定者の身体に異常が生じて血圧が変化する場合とを区別す
ることは想定していない。
【００１３】
　特許文献７に記載の装置は、光電脈波センサからの出力に基づいて体動の有無や心臓に
対する測定高さの変位を検出しているが、心血管イベントが生じた場合にも光電脈波セン
サの出力は大きく変動する。このため、大きな体動があったり、心臓に対する測定高さの
変位があったりした場合と、心血管イベントが生じた場合との区別を行うことはできない
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。
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、診断に有用となる血圧変化の要因を
正確に判定することのできる血圧解析装置、血圧測定装置、血圧解析方法、及び血圧解析
プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の血圧解析装置は、記録媒体に記録された、被測定者の手首から検出される脈波
に基づいて１拍単位で算出された血圧値と、前記手首の動きを検出する検出部により検出
された手首の動き情報とから、被測定者の血圧変化の原因を解析する血圧解析装置であっ
て、複数拍分の前記血圧値のうちの任意の拍の第一の血圧値が、前記複数拍分の血圧値の
うちの前記任意の拍よりも前の拍の第二の血圧値に対して閾値以上変化しているか否かを
判定する血圧変化判定部と、前記第一の血圧値が前記第二の血圧値に対して閾値以上変化
していると判定された場合に、前記記録媒体に記録された前記手首の動き情報のうちの前
記第一の血圧値の算出元となる脈波の検出期間に検出された手首の動き情報に基づき、血
圧変化の原因が手首の動きによるものと手首の動き以外によるものとのどちらであるかを
判定する血圧変化要因判定部と、前記血圧変化要因判定部による判定結果と、前記第一の
血圧値とを関連付けて記録媒体に記録する記録制御部と、を備えるものである。
【００１６】
　本発明の血圧測定装置は、前記血圧解析装置と、前記被測定者の手首から検出される脈
波に基づいて１拍単位で血圧値を算出する血圧情報算出部と、前記手首の動きを検出する
検出部と、前記血圧情報算出部により算出された前記複数拍分の血圧値と、前記複数拍分
の血圧値の算出元となる脈波の検出期間中に前記検出部により検出された手首の動き情報
とを前記記録媒体に記録する記録制御部と、を備えるものである。
【００１７】
　本発明の血圧解析装置の作動方法は、記録媒体に記録された、被測定者の手首から検出
される脈波に基づいて１拍単位で算出された血圧値と、前記手首の動きを検出する検出部
により検出された手首の動き情報とから、被測定者の血圧変化の原因を解析する血圧解析
装置の作動方法であって、前記記録媒体に記録された複数拍分の血圧値と、前記複数拍分
の血圧値の算出元となる脈波の検出期間中に検出された前記手首の動き情報とを取得する
取得ステップと、前記取得された複数拍分の血圧値のうちの任意の拍の第一の血圧値が、
前記複数拍分の血圧値のうちの前記任意の拍よりも前の拍の第二の血圧値に対して閾値以
上変化しているか否かを判定する血圧変化判定ステップと、前記第一の血圧値が前記第二
の血圧値に対して閾値以上変化していると判定された場合に、前記取得された手首の動き
情報のうちの前記第一の血圧値の算出元となる脈波の検出期間に検出された手首の動き情
報に基づき、血圧変化の原因が手首の動きによるものと手首の動き以外によるものとのど
ちらであるかを判定する血圧変化要因判定ステップと、前記血圧変化要因判定ステップに
よる判定結果と前記第一の血圧値とを関連付けて記録媒体に記録する記録制御ステップと
、を備えるものである。
【００１８】
　本発明の血圧解析プログラムは、前記血圧解析方法の各ステップをコンピュータに実行
させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、診断に有用となる血圧変化の要因を正確に判定することが可能な血圧
解析装置、血圧測定装置、血圧解析方法、及び血圧解析プログラムを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための血圧管理システム１００の概略構成を示す



(5) JP 6631121 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

図である。
【図２】図１の血圧解析装置２の血圧変化判定部２４と血圧変化要因判定部２５の処理内
容を説明する図である。
【図３】図１の血圧解析装置２に記憶される血圧変化量と手首－心臓高さ差の変化量との
関係を示すテーブルデータの一例を示す図である。
【図４】図１の血圧解析装置２の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための血圧管理システム１００の概略構成を示
す図である。血圧管理システム１００は、血圧測定装置１と、血圧解析装置２と、を備え
る。
【００２３】
　血圧測定装置１は、携帯型となっており、生体としての被測定者の手首に装着して用い
られる。
【００２４】
　血圧測定装置１は、脈波検出部１０と、血圧情報算出部１１と、加速度センサ１２と、
記録制御部１３と、フラッシュメモリやＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
メモリカード等の記録媒体１４と、通信制御部１５と、通信部１６と、を備える。記録媒
体１４は装置に着脱可能なものであってもよい。
【００２５】
　血圧情報算出部１１と記録制御部１３と通信制御部１５は、プロセッサがプログラムを
実行することによって発現する機能ブロックである。
【００２６】
　脈波検出部１０は、被測定者の手首から非侵襲で脈波を検出する。脈波検出部１０は、
例えばトノメトリ法によって脈波としての圧脈波を検出するものが用いられる。脈波検出
部１０は、脈波として容積脈波を検出するものであってもよい。脈波検出部１０は、動脈
に光を当てて得られる動脈からの反射光によって脈波を検出するものであってもよい。
【００２７】
　脈波検出部１０は、１拍（心臓が１回拍動する期間）毎に発生する脈波を検出し、検出
した脈波を血圧情報算出部１１に伝達する。
【００２８】
　血圧情報算出部１１は、脈波検出部１０によって検出された脈波に基づいて１拍単位で
血圧情報を算出する。１拍単位で血圧情報を算出するとは、１拍毎に血圧情報を算出する
こと、又は、複数拍毎（例えば１拍おき）に血圧情報を算出することを言う。
【００２９】
　血圧情報には、収縮期血圧ＳＢＰ（ｓｙｓｔｏｌｉｃ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ
）と、拡張期血圧ＤＢＰ（ｄｉａｓｔｏｌｉｃ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）と、平
均血圧ＭＢＰ（ｍｅａｎ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）とが含まれる。
【００３０】
　血圧情報の算出方法は、特許文献３～６に記載されているような公知の手法を用いるこ
とができる。血圧情報算出部１１は、任意の脈波の検出期間の時刻を示す検出期間情報と
、この脈波に基づいて算出した血圧情報とを対応付けて、記録制御部１３に伝達する。
【００３１】
　加速度センサ１２は、被測定者の手首の動きを直接的に検出する検出部である。本実施
形態では、加速度センサ１２として３軸加速度センサを用いている。加速度センサ１２に
よって検出された３軸の加速度情報は記録制御部１３に伝達される。検出部としては角速
度センサや気圧センサを用いてもよい。
【００３２】
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　記録制御部１３は、血圧情報算出部１１から伝達される脈波の検出期間情報及び血圧情
報の組を記録媒体１４に記録する。
【００３３】
　また、記録制御部１３は、加速度センサ１２から伝達される加速度情報をその検出時刻
と対応付けて記録媒体１４に記録する。
【００３４】
　記録制御部１３の制御により、記録媒体１４には、血圧情報算出部１１により算出され
た複数拍分の血圧情報と、この複数拍分の血圧情報の算出元となる脈波の検出期間中に加
速度センサ１２により検出された手首の動き情報（３軸の加速度情報）とが記録される。
【００３５】
　通信部１６は、有線又は無線によって外部機器との通信を行うためのインターフェース
である。
【００３６】
　通信制御部１５は、記録媒体１４に記録された複数拍分の血圧情報と、この複数拍分の
血圧情報の算出元となる脈波の検出期間中に加速度センサ１２により検出された加速度情
報とを含む送信データを、通信部１６を介して外部機器に送信する制御を行う。
【００３７】
　血圧解析装置２は、通信部２１と、記録制御部２２と、フラッシュメモリやＲＯＭやメ
モリカード等の記録媒体２３と、血圧変化判定部２４と、血圧変化要因判定部２５と、表
示制御部２６と、表示部２７と、を備える。記録媒体２３は装置に着脱可能なものであっ
てもよい。
【００３８】
　記録制御部２２と血圧変化判定部２４と血圧変化要因判定部２５は、プロセッサがプロ
グラムを実行することによって発現する機能ブロックである。
【００３９】
　血圧解析装置２は、血圧解析のための専用装置であってもよいし、スマートフォンやタ
ブレット端末等の汎用の電子機器であってもよい。
【００４０】
　通信部２１は、有線又は無線によって外部機器との通信を行うためのインターフェース
である。
【００４１】
　記録制御部２２は、通信部２１が血圧測定装置１から受信した上記の送信データを取得
し、取得した送信データを記録媒体２３に記録する制御を行う。
【００４２】
　血圧変化判定部２４は、血圧測定装置１から取得されて記録媒体２３に記録された送信
データに含まれる複数拍分の血圧情報のうちの任意の拍の第一の血圧情報が、この複数拍
分の血圧情報のうちのこの任意の拍よりも前の拍の第二の血圧情報（任意の拍の直前の拍
の血圧情報、又は、任意の拍の前の連続する複数拍の血圧情報の平均値）に対して閾値Ｔ
Ｈ１以上変化しているか否かを判定する。任意の拍の血圧情報とは、任意の拍で検出され
る脈波に基づいて算出された血圧情報のことを言う。
【００４３】
　血圧変化判定部２４は、第一の血圧情報が第二の血圧情報に対して閾値ＴＨ１以上変化
している場合に、第一の血圧情報に対し、血圧変化ありの情報と、第一の血圧情報と第二
の血圧情報の差分値（血圧変化量）とを関連付けて、血圧変化要因判定部２５に伝達する
。
【００４４】
　血圧変化判定部２４は、第一の血圧情報が第二の血圧情報に対して閾値ＴＨ１以上変化
していない場合には、第一の血圧情報に対し血圧変化なしの情報を関連付けて、記録制御
部２２に伝達する。
【００４５】
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　血圧変化要因判定部２５は、血圧変化判定部２４から伝達された血圧情報について、記
録媒体２３に記録された手首の動き情報のうち、この血圧情報の算出元の脈波の検出期間
中に検出された手首の動き情報に基づき、血圧変化の原因が手首の動きによるものと手首
の動き以外によるものとのどちらであるかを判定する。
【００４６】
　血圧変化要因判定部２５は、血圧変化ありの情報及び血圧変化量が関連付けられた血圧
情報と、この血圧情報に対する血圧変化の原因の判定結果とを記録制御部２２に伝達する
。
【００４７】
　記録媒体２３には、基準位置に対する手首の高さの変化量と、脈波から検出される血圧
情報の変化量とを対応付けたテーブルデータが予め記録されている。
【００４８】
　図２は、記録媒体２３に記録されるテーブルデータの一例を示す図である。図２に示す
ように、テーブルデータは、手首の高さが基準位置に対してどのくらい変化すると、血圧
情報がどのくらい変化するかを示すデータである。基準位置は、具体的には心臓の位置で
ある。
【００４９】
　このテーブルデータは、血圧測定装置１を装着した被測定者に心臓の位置に手首を合わ
せた姿勢を指示し、この姿勢から、被測定者に手首を上下させ、手首を上下させている期
間に算出した血圧情報を用いることで生成することができる。
【００５０】
　例えば、図２のテーブルデータからは、手首と基準位置（心臓）の高さの差が８ｃｍ変
化すると、ＤＢＰが６ｍｍＨｇ変化することが分かる。
【００５１】
　記録媒体２３に記録されるテーブルデータは、手首と心臓の高さの差と水頭圧との関係
から生成することもできるが、被測定者から測定した生の血圧情報を用いてテーブルデー
タを生成することで、テーブルデータの精度を高めることができる。
【００５２】
　記録制御部２２は、血圧変化判定部２４から伝達された血圧情報については、血圧変化
なしを示す情報を関連付けて記録媒体２３に記録する。
【００５３】
　記録制御部２２は、血圧変化要因判定部２５から伝達された血圧情報のうち、血圧変化
の原因が手首の動きであるものについては、この血圧情報に関連付けられている血圧変化
量に対応する基準位置に対する手首の高さの変化量を図２のテーブルデータを用いて求め
る。
【００５４】
　そして、記録制御部２２は、この血圧情報には、血圧変化ありを示す情報と、血圧変化
の原因が手首の動きであることを示す情報と、手首と心臓の高さの差の変化量と、を関連
付けて記録媒体２３に記録する。
【００５５】
　記録制御部２２は、血圧変化要因判定部２５から伝達された血圧情報のうち、血圧変化
の原因が手首の動き以外であるものについては、血圧変化ありを示す情報と、血圧変化の
原因が手首の動き以外であることを示す情報と、血圧変化量と、を関連付けて記録媒体２
３に記録する。
【００５６】
　図３は、血圧変化判定部２４と血圧変化要因判定部２５の処理内容を具体的に説明する
ための図である。以下では血圧情報をＤＢＰとして説明する。
【００５７】
　図３の上段には、記録媒体２３に記録された複数拍分のＤＢＰが示されている。図３に
示す白抜きの矩形がＤＢＰを示しており、矩形の長さが長いほどＤＢＰが大きいことを示
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す。各時刻ｔ１～ｔ８は、各ＤＢＰの算出元となる脈波の検出時刻である。
【００５８】
　血圧変化判定部２４は、時刻ｔｎ（ｎ＝１～８）に対応するＤＢＰと、時刻ｔ２よりも
前の時刻ｔｎ－１に対応するＤＢＰとの差分を演算し、この差分が閾値ＴＨ１以上になる
場合に、時刻ｔｎにおいて血圧変化があったと判定し、この差分が閾値ＴＨ１未満になる
場合に、時刻ｔｎにおいて血圧変化がなかったと判定する。
【００５９】
　なお、時刻ｔｎに対応するＤＢＰと、時刻ｔｎ－１に対応するＤＢＰとの差分を演算す
る代わりに、時刻ｔｎに対応するＤＢＰと、時刻ｔｎよりも前の連続する複数の時刻に対
応するＤＢＰの平均値との差分を演算してもよい。
【００６０】
　図３の中段には、上段のＤＢＰを隣接するもの同士で差分をとった結果を示してある。
図３において、時刻ｔｎに対応するＤＢＰと、時刻ｔｎ－１に対応するＤＢＰとの差分値
は、この時刻ｔｎに対応する差分値として図示している。
【００６１】
　図３の例では、時刻ｔ４に対応する差分値と、時刻ｔ５に対応する差分値とがそれぞれ
閾値ＴＨ１を超えている。このため、時刻ｔ４と時刻ｔ５において血圧変化があったと判
定される。
【００６２】
　図３の下段には、時刻ｔ１～時刻ｔ８の各々で加速度センサ１２により検出された３軸
の加速度の合成加速度を示している。図中の白抜きの矩形の長さが長いほど合成加速度は
大きい。
【００６３】
　血圧変化要因判定部２５は、血圧変化があると判定された時刻ｔｎに対応するＤＢＰに
ついては、ＤＢＰの算出元の脈波の検出期間中に検出された３軸の加速度の合成加速度が
閾値ＴＨ２以上となるか否かを判定する。
【００６４】
　そして、血圧変化要因判定部２５は、合成加速度が閾値ＴＨ２以上となる場合には、血
圧変化の原因が手首の動きによるものと判定し、合成加速度が閾値ＴＨ２未満の場合には
、血圧変化の原因が手首の動き以外によるものと判定する。
【００６５】
　図３の例では、時刻ｔ４と時刻ｔ５の各々における血圧変化は、手首の動きが原因とし
て判定される。
【００６６】
　図１の説明に戻り、表示部２７は、記録媒体２３に記録されたデータなどを表示するた
めのものであり、液晶表示素子などで構成される。
【００６７】
　表示制御部２６は、表示部２７を制御する。
【００６８】
　以上のように構成された血圧測定装置１は、被測定者に装着されて電源がオンになると
、脈波検出部１０によって脈波の検出が開始され、加速度センサ１２による加速度情報の
検出が開始される。
【００６９】
　脈波が検出されると、血圧情報算出部１１により血圧情報の算出が行われ、血圧情報と
、この血圧情報の算出に用いた脈波の検出期間情報と、加速度情報とが記録媒体１４に記
録される。
【００７０】
　被測定者は、一定期間（例えば１日）にわたって血圧測定装置１を使用した後に病院に
行き、図示しない操作ボタンを操作して、記録媒体１４に記録された血圧情報、検出期間
情報、及び加速度情報を含む送信データを、病院に設置された血圧解析装置２に送信させ
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る。
【００７１】
　図４は、送信データ受信後の血圧解析装置２の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【００７２】
　血圧解析装置２の記録制御部２２は、通信部２１で受信された送信データを取得し、取
得した送信データを記録媒体２３に記録する。
【００７３】
　血圧変化判定部２４は、記録媒体２３に記録された送信データに含まれる複数拍分の血
圧情報のうちの任意の拍の第一の血圧情報を対象として、第一の血圧情報と、第一の血圧
情報の１拍前に算出された第二の血圧情報との差分値（血圧変化量）を算出し、算出した
差分値が閾値ＴＨ１以上か否か（血圧情報に変化があるか否か）を判定する（ステップＳ
１）。
【００７４】
　ステップＳ１の判定がＮＯのとき、記録制御部２２は、第一の血圧情報に対して血圧変
化がないことを示す情報を関連付けて記録媒体２３に記録する（ステップＳ８）。
【００７５】
　ステップＳ１の判定がＹＥＳのとき、血圧変化要因判定部２５は、第一の血圧情報の算
出元の脈波の検出期間中の３軸の加速度情報の合成加速度（手首の動き量）が閾値ＴＨ２
以上となるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【００７６】
　ステップＳ２の判定がＹＥＳのとき、血圧変化要因判定部２５は、血圧変化の原因が手
首の動きによるものと判定する（ステップＳ３）。
【００７７】
　ステップＳ３の後、記録制御部２２は、ステップＳ１で算出した血圧変化量と、記録媒
体２３に記録されているテーブルデータとから、血圧変化量に対応する基準位置に対する
手首の高さの変化量を求める（ステップＳ４）。
【００７８】
　ステップＳ４の後、記録制御部２２は、ステップＳ４で求めた変化量と、血圧変化があ
ることを示す情報と、血圧変化の原因が手首の動きによるものであることを示す情報とを
、第一の血圧情報に関連付けて記録媒体２３に記録する（ステップＳ５）。
【００７９】
　ステップＳ２の判定がＮＯのとき、血圧変化要因判定部２５は、血圧変化の原因が手首
の動き以外によるものと判定する（ステップＳ６）。
【００８０】
　ステップＳ６の後、記録制御部２２は、血圧変化があることを示す情報と、血圧変化の
原因が手首の動き以外によるものであることを示す情報と、ステップＳ１で算出された血
圧変化量と、を第一の血圧情報に関連付けて記録媒体２３に記録する（ステップＳ７）。
【００８１】
　以上の処理が、記録媒体２３に記録された全ての拍の血圧情報に対して実施される。以
上の処理によって記録媒体２３に記録された各血圧情報と、各血圧情報に関連づけられた
情報は、表示制御部２６の制御によって、表示部２７に表示される。
【００８２】
　これにより、血圧解析装置２を利用する医師は、被測定者の１拍毎又は複数拍毎の血圧
情報の推移と、血圧情報が大きく変化したときの血圧変化の原因とを容易に把握すること
ができる。
【００８３】
　医師は、血圧変化の原因として手首の動き以外によるものである情報が関連付けられた
血圧情報があるか否かを瞬時に把握することができ、被測定者の心血管イベント（脳卒中
や心筋梗塞等）のリスクを容易に判断することができる。
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【００８４】
　以上のように、図１の血圧管理システム１００によれば、被測定者の血圧情報の変化の
原因の正確な把握を支援することができる。
【００８５】
　血圧解析装置２の記録制御部２２、血圧変化判定部２４、及び血圧変化要因判定部２５
の機能は、血圧測定装置１が持つものとしてもよい。この場合は、例えば１日の終わりに
被測定者がデータ解析の指示を行い、この指示があると、図４で説明した処理が開始され
て、その１日で算出されて記録媒体１４に記録された各血圧情報に対し、各種の情報が関
連付けされるようにする。
【００８６】
　この構成では、医療機関に設置されたコンピュータなどによって、血圧測定装置１の記
録媒体１４から、血圧情報とそれに関連付けられた情報を取得し、この情報を医師が確認
できるようにすればよく、医療機関におけるシステム導入コストを下げることができる。
【００８７】
　血圧解析装置２の記録制御部２２、血圧変化判定部２４、及び血圧変化要因判定部２５
の機能は、プロセッサがプログラムを実行することで実現されるものであるが、このプロ
グラムを、インターネット等のネットワークを介してダウンロード可能なものとすること
が好ましい。
【００８８】
　このようにすることで、医療機関にある既存のタブレット端末やスマートフォンやパー
ソナルコンピュータを簡単に血圧解析装置２として利用することができ、医療機関にとっ
てのシステム導入コストを抑えることができる。
【００８９】
　このようなプログラムを、コンピュータが読取可能な一時的でない（ｎｏｎ－ｔｒａｎ
ｓｉｔｏｒｙ）記録媒体に記録して医療機関等に提供するようにしてもよい。このような
「コンピュータ読取可能な記録媒体」は、たとえば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄ
ｉｓｃ－ＲＯＭ）等の光学媒体や、メモリカード等の磁気記録媒体等を含む。
【００９０】
　血圧変化判定部２４が血圧変化の有無を判定するために用いる血圧情報としては、ＤＢ
Ｐと、ＳＢＰと、ＭＢＰとがある。これらのうち、ＳＢＰについては、平常状態において
も変動が大きいことが知られている。このため、血圧変化の有無を判定するために用いる
血圧情報としては、ＤＢＰ又はＭＢＰとするのが好ましい。
【００９１】
　血圧測定装置１の加速度センサ１２は、手首の動きが検出できるものであればよく、例
えば加速度センサと角速度センサを組み合わせて用いてもよい。
【００９２】
　血圧測定装置１の血圧情報算出部１１が、複数拍毎（例えば２拍に１回）に血圧情報を
算出する場合には、記録媒体１４に記録するデータ量を減らすことができる。このため、
記録媒体１４の容量減による血圧測定装置１の製造コスト削減が可能となる。
【００９３】
　このように、血圧情報を間引いて記録する場合、間引きを行う血圧情報の数が多すぎる
と、被測定者の血圧変化原因を把握しにくくなる。このため、２～１０拍毎に１つの血圧
情報を記録媒体１４に記録する程度としておくのが好ましい。
【００９４】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００９５】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【００９６】
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　開示された血圧解析装置は、被測定者の手首から検出される脈波に基づいて１拍単位で
算出された複数拍分の血圧情報と、前記複数拍分の血圧情報の算出元となる脈波の検出期
間中に前記手首の動きを検出する検出部により検出された手首の動き情報とを記録する記
録媒体に記録された前記複数拍分の血圧情報のうちの任意の拍の第一の血圧情報が、前記
複数拍分の血圧情報のうちの前記任意の拍よりも前の拍の第二の血圧情報に対して閾値以
上変化しているか否かを判定する血圧変化判定部と、前記第一の血圧情報が前記第二の血
圧情報に対して閾値以上変化していると判定された場合に、前記記録媒体に記録された手
首の動き情報のうちの前記第一の血圧情報の算出元となる脈波の検出期間で検出された手
首の動き情報に基づき、血圧変化の原因が手首の動きによるものと手首の動き以外による
ものとのどちらであるかを判定する血圧変化要因判定部と、前記血圧変化要因判定部によ
る判定結果と、前記第一の血圧情報とを関連付けて記録する記録制御部と、を備えるもの
である。
【００９７】
　開示された血圧解析装置は、血圧情報の変化量と、基準位置に対する前記手首の高さの
変化量と、を対応付けたデータを記録する記録部を更に備え、前記記録制御部は、前記血
圧変化の原因が手首の動きによるものであることを示す情報が関連付けられた前記第一の
血圧情報に対し、前記第一の血圧情報と前記第二の血圧情報との差に対応する前記手首の
高さの変化量を更に関連付けて記録するものである。
【００９８】
　開示された血圧解析装置は、前記第一の血圧情報と前記第二の血圧情報は、それぞれ、
拡張期血圧又は平均血圧であるものを含む。
【００９９】
　開示された血圧測定装置は、前記被測定者の手首から検出される脈波に基づいて１拍単
位で血圧情報を算出する血圧情報算出部と、前記手首の動きを検出する検出部と、前記血
圧情報算出部により算出された前記複数拍分の血圧情報と、前記複数拍分の血圧情報の算
出元となる脈波の検出期間中に前記検出部により検出された手首の動き情報とを前記記録
媒体に記録する記録制御部と、を備えるものである。
【０１００】
　開示された血圧解析方法は、被測定者の手首から検出される脈波に基づいて１拍単位で
算出された複数拍分の血圧情報と、前記複数拍分の血圧情報の算出元となる脈波の検出期
間中に前記手首の動きを検出する検出部により検出された前記手首の動き情報とを記録す
る記録媒体に記録された前記複数拍分の血圧情報と前記手首の動き情報を取得する取得ス
テップと、前記取得された複数拍分の血圧情報のうちの任意の拍の第一の血圧情報が、前
記複数拍分の血圧情報のうちの前記任意の拍よりも前の拍の第二の血圧情報に対して閾値
以上変化しているか否かを判定する血圧変化判定ステップと、前記第一の血圧情報が前記
第二の血圧情報に対して閾値以上変化していると判定された場合に、前記取得された手首
の動き情報のうちの前記第一の血圧情報の算出元となる脈波の検出期間で検出された手首
の動き情報に基づき、血圧変化の原因が手首の動きによるものと手首の動き以外によるも
のとのどちらであるかを判定する血圧変化要因判定ステップと、前記血圧変化要因判定ス
テップによる判定結果と前記第一の血圧情報とを関連付けて記録する記録制御ステップと
、を備えるものである。
【０１０１】
　開示された血圧解析プログラムは、前記血圧解析方法の各ステップをコンピュータに実
行させるためのプログラムである。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、診断に有用となる血圧変化の要因を正確に判定することのできるため、医療
機関での利用が可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
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　１　血圧測定装置
１０　脈波検出部
１１　血圧情報算出部
１２　加速度センサ
１３　記録制御部
１４　記録媒体
２　血圧解析装置
２２　記録制御部
２３　記録媒体
２４　血圧変化判定部
２５　血圧変化要因判定部

【図１】 【図２】
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